
 メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立ち、継続的、かつ計画的に取り組む
ことが重要であり、その推進に当たっては、労働者の意見を聞きつつ、実態に則
した取組とすることが必要です。このため衛生委員会等で十分調査審議を行い、
「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。 

心の健康づくり計画 

① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に
関すること 

② 事業場における心の健康づくりの体制整備に関すること 
③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施
に関すること 

④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材確保及び事業場
外資源の活用に関すること 

⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること 
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関
すること 

⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること 

 なお、ストレスチェック制度は、各事業場で実施される総合的なメンタルヘルス
対策の取組みの中に位置づけることが重要であるため、心の健康づくり計画におい
て、ストレスチェック制度の位置づけを明確にしましょう。 

心の健康づくり計画に盛り込む事項 

＊ メンタルヘルスケアの計画及び進め方（参考例） 

組織づくりと計画 

組織づくりと中長期目標の設定 

心の健康づくりの方針 

心の健康づくり計画の作成 

実 施 

見直し 

評 価 

（参考２） 


